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Ⅰ．事業の概要 

 

１．趣旨・目的 

 地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーである日本遺産につ

いては、令和２年度の認定をもって 47 都道府県に全 104 件となっています。こうした、日本遺産

を活用した継続的な取組を推進するにあたり、各日本遺産認定地域（以下「認定地域」という。）

における取組に温度差があるなどの課題が見受けられることから、令和３年度より「総括評価・

継続審査」等の仕組みを導入し、令和３年１２月には日本遺産審査・評価委員会において「令和

３年度の総括評価・継続審査を踏まえた地域活性化計画等の改善について」が取りまとめられ、

今後の日本遺産事業において取り組むべき事業等が示されたところです。 

「日本遺産認定地域における情報発信モデル事業」（以下「本事業」という。）は、日本遺産ス

トーリーを中心に据えた地域資源の潜在価値を一体で活かした文化観光を実現し、認定地域に

おいて地域活性化・観光振興を図るため、効果的な情報発信を実施し、得られた成果について、

他の認定地域や事業者に横展開することで、更なる取組の推進を図ります。 

 

 

２．募集にあたっての留意点 

 

 

（事業の性質） 

本事業は、補助金や交付金の類ではなく、文化庁における実証事業の一環として行うもので

あり、当該事業に要する経費を上限額まで国が全額負担するものです。また、国の調査事業であ

るため、得られた成果物の著作権等については、原則として国に帰属しますが、その使用権を申

請者が取得します。 

 

（採択条件） 

提出された応募書類に基づき、選定委員会による審査を行います。審査の結果、条件付

本事業は、情報発信に対する課題を解決するため、他の日本遺産認定地域のモデル

となる情報発信事業を行うものです。実施する事業は、採択後、運営事務局より派遣さ

れる有識者のコーチングや採択条件等を踏まえながら決定します。 

事業の実施にあたっては、申請者の課題等を踏まえ、その解決に向けた事業実施者

を協議の上選定し、事業実施者と運営事務局との間で委託契約を行います。 

委託契約後、申請者は事業実施者と協力しながら事業を進めていただきます。 
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きで採択となった事業については、採択条件を反映させた業務計画書の提出と事業の実施

を行っていただくこととなります。事業の実施に当たっては、事業内容だけでなく地域におけ

る課題や課題解決に向けた方針についても重視します。 

加えて、実証事業によって得られた知見等については、事業終了後に事業報告書として取

りまとめることにより、得られた知見等について他認定地域へ広く横展開を行います。 

   

（コーチング） 

本事業では、有識者（コーチ）による事業内容、事業実施体制等へのコーチング

（改善指導等）等を取り入れ、有識者との併走により実証事業を進めていただきま

す。 

各地域のコーチは、事業の選定委員会等によって決定します。 

 

（その他） 

    申請書類で入手した情報、追加で提出された資料等については、選定委員会の委員や運

有識者（コーチ）等に提供します。 

選定委員会の事務運営は、運営事務局が実施します。選定された実証事業の進捗・執行

管理は、基本的に事業実施者が行い、運営事務局がサポートします。 

 

採択に当たり合意した事項が行われない又は守られない場合、申請書類に虚偽の記載が

あった場合、精算時に必要書類・根拠書類を提出できない場合等には、申請が無効となるこ

とや、経費の一部又は全部が支払われないことがあります。 

 

令和５年度「日本遺産における魅力増進事業」の採択を受けていない日本遺産ストーリー

を活用した事業を優先採択します。 

 

令和５年度の総括評価・継続審査において、再審査により審査継続となっている場合は、

本事業の対象にはなりません。 
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３．本事業の流れ 

本事業の大まかな流れは以下の通りです。（現時点での予定となります。） 

 

# 名称 目安時期 概要 

1 応募 8月10日(木)～ 

8月30日(水) 

・申請者を中心に申請内容の取りまとめ 

・期限内に応募書類を運営事務局へ提出 

2 審査期間 9月上旬～下旬 ・運営事務局による要件審査 

・選定委員会による内容審査 

3 選定結果通知 9月下旬 ・選定結果通知 

・選定結果公表 

4 事業計画書提出 10月頃 ・運営事務局及び運営事務局が派遣する有

識者（コーチ）によるアドバイス支援等を受

けながら事業計画書を作成し、提出 

5 事業実施者の選

定 

10月下旬～ 

11月中 

・有識者（コーチ）によるコーチング、その後

に事業内容を決定 

・実施事業者の確定 

・実施事業者と運営事務局間で委託契約 

※本事業では、申請者ではなく実施事業者

と事務局間で委託契約を行います。 

6 事業の実施 契約手続き締結後～ ・適宜、運営事務局による進捗管理や、運

営事務局または運営事務局が派遣する有

識者によるアドバイス支援等を受ける 

7 事業完了報告・ 

精算 

令和6年3月上旬 ・事業報告書の作成 

・精算処理（運営事務局側で実施） 
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Ⅱ．募集内容 

１．申請主体 

申請主体は以下の①～③のいずれにも該当することを条件とします。 

 

①申請者は以下のいずれかに該当すること。 

・ 日本遺産を通じた地域活性化のための取組を行う協議会（以下「協議会」という。） 

・ 協議会の構成団体 

・ 観光地域づくり法人(DMO) 

・ 観光協会 

 

②法人格を有しない団体が事業者となる場合には、募集対象事業を実施するために必要な運

営上の基盤を有する、次の４つの要件を満たすこと。 

・ 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。 

・ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。 

・ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 

・ 活動の本拠としての事務所を有すること。 

 

③暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が含まれていないこと。 

 

※申請者が協議会でない場合、事業に係る協議会・自治体の同意を得ること。 

※協議会が申請者であり、DMO 等と連携して事業を進める場合は、その連携体制を応募前に

事業者間で構築・調整するようにしてください。 

 

２．事業内容 

日本遺産認定地域における情報発信の課題を解決するため、ストーリーを体験する人の目線

に立ち、どのようにストーリーを体験出来るのか、その体験を通じてどのような価値を得ることが

出来るかといった仮説を事前に立て、日本遺産ストーリーを中心に据えた地域資源の潜在価値を

一体で活かした文化観光の推進を図ります。申請者は、派遣された有識者（コーチ）からの助言、

指導等を受けながら「何を（日本遺産ストーリーに関連する対象物※）」「誰に（ターゲット）」「どう

（手法）」発信するのか等の事業内容を決定し、運営事務局と申請者で協議の上事業実施者を選

定し、その事業者と連携しながら事業を進めていくこととします。 

※日本遺産ストーリーに関連する対象物の例 

・ストーリー理解のための集客拠点（構成文化財、ゲートウェイ） 

・ストーリー理解のためのアクティビティ 

・ストーリー理解のための飲食物品宿泊 
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【事業例】 

・SNS を活用した効果的な情報発信（※1 レギュレーションの策定、運用体制の構築等） 

※1 SNS 投稿に関するルールの策定 

・日本遺産ストーリーの価値を分かりやすく伝えるためのサブストーリーの作成及び発信 

・顧客の閲覧動線を踏まえたサイト整備、ランディングページの※2 UI 等の改善 

※2 HP の訪問者が視覚的に得る情報 

・来訪促進に資するデジタルマーケティングの運用支援（戦略検討、※3 SEO、※4 MEO の活用等） 

※3 検索エンジンの 適化 ※4 Google Map を対象とした地図エンジンの 適化 

・旅行商品や体験、施設入館の予約等のオンライン化・運用支援（※5 OTA との連携等） 

※5 オンライン上で取引を行う旅行会社等 

・旅中での情報発信の改善（電子パンフレット等） 

・来訪者との関係構築のための情報発信支援（SNS 運用、顧客管理システム等） 

 

【参考資料】 

・ 「令和３年度の総括評価・継続審査を踏まえた地域活性化計画等の改善について」 

（令和３年 12 月 日本遺産審査・評価委員会） 

  （https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/pdf/93663101_01.pdf） 

 

参考：本事業の申請対象外となるケースについて  

ⅰ）事業趣旨との関連性が認められない事業 

本事業においては、「Ⅰ.1 趣旨・目的」に記載している事業の目的を踏まえた事業であるこ

とが求められます。そのため、事業趣旨と関連性が認められないと考えられる取組について

は申請の対象外とします。 

 

ⅱ）継続的な展開や情報発信による効果が見込めない事業 

本事業においては、本事業で得た結果を今後の事業へ活かしていただくことを重視してい

ます。そのため、申請段階において、継続的な展開が見込めない場合や情報発信による効

果が見込めないと考えられる取組については、本事業の申請の対象外とします。 

 

＜具体例＞ 

・ 効果の低い情報発信や一過性のイベント 

・ 利用者数やランニングコストを十分に考慮しない AR、VR やアプリ等の開発 等 

 

ⅲ）ハード面の整備 

本事業においては、他の地域のモデルとなる情報発信事業を対象としており、施設の改修

や看板の設置等、いわゆるハード面の整備については、本事業の経費対象外としています。
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（「Ⅳ.2 対象経費に関する留意事項」も参照してください。） 

別財源を活用して、本事業に合わせて実施することは問題ありませんが、本事業の事業

費からハード面の整備に対して支出を行う申請は、申請対象とはしません。 

 

Ⅳ)申請主体の予算の付け替え等にあたる事業 

 

３．事業規模 

国費による部分の事業の規模については、１件当たり 300 万円（税込）を上限としますが、全体

の応募件数の多寡や、選定委員会の審査、採択後におけるコーチング等の結果を踏まえた上で、

採択する金額を調整させていただくことがあります。 

なお、国費による部分に加えて、自己負担による経費を計上することも可能です。Ⅳ２.対象経

費に関する注意事項を確認してください。 

  

４．事業実施期間 

原則として、運営事務局と事業実施者との間で契約が締結した時点から契約に定める契約終

了期限までの取組を対象とします。 

※本事業に採択されたとしても運営事務局との契約が発効していない間は事業に着手すること

はできません。したがって採択後は有識者による伴走支援を受けながら、迅速に契約締結まで進

めてください。 

※「事業実施期間」とは、事業採択が決定した後、運営事務局との契約又はそれに準ずる手続

を交わした時点から、実証事業が終了し、申請者が支払いを完了するまでの期間となります。支

払い証明を準備する期間も実施期間に入りますので留意してください。 

※契約締結後に発生した個別の事情に鑑み、この期間外の取組についても対象と認めると文

化庁及び運営事務局が判断した場合は、この限りではないこととしますが、申請の段階で、この

期間外において事業を行うことを前提としないよう留意してください。 

※令和６年度以降においても、事業の進捗について継続して調査する予定のため、文化庁が

必要と判断した場合、関係する報告を求めることや、関係者への事情聴取を求める場合がありま

す。 

 

５．支援概要 

本事業に採択された団体・事業者には、１件当たり 300 万円（税込）程度の国費による事業費

拠出の他、以下のような支援を運営事務局及び運営事務局が派遣する有識者（コーチ）から提供

する予定です。 

・運営事務局は、本事業に関する助言、指導、プロデュース、定期的な事業の進捗、成果、課

題等の確認を行う。また、適宜地域からの相談に対応する。 

・運営事務局は、事業内容、採択団体・事業者の要望等も踏まえ、文化庁とも協議の上、各採
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択団体・事業者に対して有識者１名程度をコーチとして派遣する。コーチは採択団体に対し、

事業計画書の作成等のアドバイスを行う。事業の実施、アドバイス支援を行うにあたり、必要

に応じて、 大 1 回程度、現地調査や現地指導を行う。 

 

 

Ⅲ．事業の選定 

１．選定方法・選定数 

事業実施者の選定にあたっては、以下に示す「選定基準」に従って、応募期限までに応募が

あったものの中から、外部有識者により構成される選定委員会において審査を行い、予算の範

囲内で採択します。 

募集期間終了後、必要に応じて、運営事務局から申請者等に対して、追加資料の提出や、

ヒアリングの実施等を依頼する場合があります。 

選定数は【5 者程度】を予定しています。 

 

２．選定基準 

選定に当たっては、以下の観点から審査を実施します。 

①要件審査 

・応募主体が、Ⅱ．募集内容の 1.に掲げる要件を満たしていること。 

・事業内容が、Ⅱ．募集内容の 2.に掲げる要件を満たしていること。 

②内容審査 

・申請内容に関して、次の観点から、選定委員会において審査します。 

 ・総括評価・継続審査において、重点支援地域として選定された地域において実施する 

事業については、審査において加点します。ただし、採択を確約するものではありませ

ん。 

 

＜内容審査における観点＞ 

① 地域の活性化及び観光振興への寄与 

② 課題分析・解決方法の妥当性 

③ 事業内容の具体性・持続性 

④ ターゲット及び選定理由の妥当性 

⑤ KPI 等目標値の妥当性 

⑥ 次年度以降の方針の具体性 

 

３．選定結果の通知 

選定結果については、運営事務局から、申請者に対して選定通知を通知するとともに、文化

庁のホームページにおいて選定団体名、事業内容等について公表します。選定結果の通知は、
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10 月頃を予定しています。 

個別の審査結果に関する問い合わせにはお答えできません。 

 

Ⅳ．対象経費 

１．対象経費 

本事業において国が負担する経費は、補助金や交付金の類ではなく、文化庁における実証事

業の一環として行う調査業務に要する経費です。 

本事業において対象とする経費（以下「対象経費」という。）は、応募主体及び募集対象事業の

要件を満たす事業を実施するために必要な以下の経費であって、かつ、適切かつ効率的に計上

されている以下の種別のものとします。 

なお、本事業は対象経費を全額国費で負担するものであるため、採択された事業を実施するこ

とにより、当該採択事業実施期間中に収入が生じる場合は、対象経費から当該収入額を差し引き

ます。 

対象経費については、国費による部分に加えて、自己負担による経費を計上することも可能で

す。その場合も計上できる経費は対象経費のみです。自己負担による経費を計上した場合、収入

額は自己負担による部分から差し引き、それでも収入額が生じた場合には、国費による部分から

差し引くこととします。 

 

【経費】 

日本遺産ストーリーの普及啓発に向けた取組に要する経費であって、運営事務局から承

認を受けた事業実施計画書及び収支予算書に基づいて行われる取組に要する経費 

 

【種別】 

人件費、事業費（諸謝金・旅費・借損料・消耗品費・会議費・通信運搬費・雑役務費・消費

税相当額）、再委託費、一般管理費 

 

※１円未満の端数は切捨てしてください。 

※再委託費においても上記種別のいずれかに該当する費用のみが対象となります。 

※上記の種別のうち、諸謝金、旅費については、原則として「３.単価等上限」に記載の単

価を上限とします。 

 

２．対象経費に関する留意事項 【重要】 

○経費計上の留意事項 

・事業内容が決定し、運営事務局と事業実施者間での契約締結前に着手した取組について

は経費の対象外となりますので、ご注意ください。そのため、応募に要する経費等は、契約

前に発生する経費であり、対象とはなりません。 



9 
 

・本事業は、文化庁における調査事業の一環として行うものであることに鑑み、事業内で新

たに機材や装置等が必要となった場合は、購入ではなくリースでの対応としてください。購

入した場合の経費は、本事業の対象とはなりません。 

 

 ○対象外経費 

対象経費であることの確認がとれない経費は支払いの対象となりません。特に、以下のよう

な経費は対象としません。 

①国、都道府県、市町村等により別途、同一活動の経費に対して補助金、委託費等が支給

されている活動に関する経費 

②建物等施設の建設・改修に関する経費 

③消耗品に該当しない備品 

④恒久的な施設の設置、大規模な改修に係る費用、耐久消費財や用地取得等、本事業の

範囲に含まれ得ない経費 

⑤本事業が調査事業であることを考慮せず、営利のみを目的とした活動に係る経費 

⑥コミュニティファンド等への初期投資（シードマネー）、出資金 

⑦事業実施者における経常的な経費（事業実施者の人件費（ただし、本事業の実施に係る

賃金は除く。）及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及

び通信料等） 

⑧事業等の内容に照らし、事業実施者において当然備えているべき機器・備品等（例：机、

椅子、書棚等の什器類、事務機器） 

⑨親睦会等に係る経費（会議費に該当するものを除く。） 

⑩申請者である協議会がその構成員に対して委託する等内部支出に該当する経費 

⑪本事業の申請に要した費用 

⑫宗教的儀式に係る費用（観光コンテンツの一部として実施するものであって、宗教的性格

を持たないものを除く。） 

⑬その他本事業と無関係と思われる経費 

 

３．単価等上限 

【税込】 

諸謝金（税込） 

 

 

 

 

 

 

会議出席 

協力者会議や懇談会等、政策への影響度が高い会合への出席 

（１日※２時間以上） 14,000円 

（１時間）7,000円 

講演、講義 
講演会、講習会等において専門的なテーマで講演するもの 

（１時間）  11,510円 

指導、実技、実習、助言 
技芸、スポーツ、知識等の教授・指導をするもの 

（１時間）  5,200円 
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司会、報告 
記念式典、研究集会等において司会もしくは事例発表等報告するもの 

（１時間）  4,080円 

原稿執筆 

 

日本語 （１枚 ※400字）  2,040円 

外国語 （１枚 ※200ﾜｰﾄﾞ）  5,100円 

通訳 

 

英語 （１時間）11,690円 

その他 （１時間）11,810円 

※上記によらない場合の謝金単価については団体の内部規定によるなど算出根拠となる書類を提出してくださ

い。 

旅費 

（招へい外国人滞

在費も同様とする） 

 

 

 

 

交通費 

 

 

実費とする。 

※航空機・列車運賃の特別料金（ビジネスクラス料金、グリーン料金等）は計上できません。 

宿泊費 

 

 

実費とする。 

※実費が以下の基準単価を上回った場合には、以下の宿泊費を支払うものとする。 

さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、名

古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 

（１泊） 10,900円 

 

上記以外の地域 （１泊）  9,800円 

※交通費・宿泊費以外については、団体の規定によるなど、算出根拠となる書類を提出してください。 

外国旅費 

 

 

 

 

交通費 実費とする。※エコノミークラスのみ計上可。 

宿泊費 国家公務員の旅費に関する法律を準用すること。 

※交通費・宿泊費以外については、上記法律のほか、団体の規定によるなど、算出根拠を明確にすること。 

外国人招へい旅

費 

被招へい者の住所地の 寄りの国際空港から本事業の主たる実施場所の 寄りの国際空港間の

通常の経路による往復航空賃とする。※エコノミークラスのみ計上可 
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Ⅴ．応募方法 

１．応募方法 

申請書類はメールで提出してください。 

【宛先】「日本遺産認定地域における情報発信モデル事業」事務局 

電子メール  ecc5-34@or.knt.co.jp 

※電子メールの件名の冒頭に、必ず「【提出】【日本遺産認定地域における情報発信モデル

事業】」と付記してください。 

【申請期限】 令和５年８月３０日(水)正午必着 

※当該期限までに運営事務局が受領したものを有効な申請として取り扱います。 

【提出内容】 次の各書式を下記の【注意事項】に記載している指定の様式で提出すること。 

・ 様式１～３：申請書（様式１、２、３-Ⅰ①、3-Ⅰ②） 

・ 様式４：協議会の同意書（様式 4-Ⅰ） 

・ 様式５：事業概要説明書 

・ その他、上記様式中で添付することが定められている書類 

※提出の際には文字が見切れていないか等をよく確認してください。判別できない部分につ

いては審査の対象外となります。 

  【注意事項】 

・ 各様式は日本語で作成してください。 

・ 様式４：協議会の同意書については、事業の対象となる日本遺産協議会の代表者の同

意書を提出してください。なお、代表申請者が協議会の場合は当該協議会の同意書を

提出する必要はありません。 

・ 事業で構成文化財を活用する場合は、事前に、所在する自治体の同意を得てください。 

・ 様式１～４については、PDF 形式の電子ファイルにしてください。 

・ 様式５は PDF 形式および PPT 形式の２つの形式の電子ファイルで提出してください。 

※添付書類については、資料番号を記載するなど、参照箇所が明確にわかるようにしてくだ

さい。 

【申請後の連絡】 

・電子メールの受信後、運営事務局から３営業日以内に受信確認のメールを送付します。 

受信確認のメールが届かない場合を除き、申請書類の受領確認のために電話等により照

会することはお控えください。 

・提出不備等の場合や追加資料提出等の対応を求める場合、運営事務局から対象となる申 

請者へ別途連絡します。 

 

２．公募手続きに関する質問 

【質問受付期間】令和５年８月１０日(木)～令和５年８月２５日(金)18：00（必着） 

【質問方法】  
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電子メールによりお問い合わせください。 

電子メール  ecc5-34@or.knt.co.jp 

※電子メールの件名の冒頭に、必ず「【問合せ】【日本遺産認定地域における情報発信モデ

ル事業】」と付記してください。 

【申請後の連絡】 

・ 電子メールの受信後、運営事務局から受信確認のメールを送付し、追って回答のメー

ルを送付します。質問の提出状況によりすぐに回答できない場合がありますので、時間

的余裕をもって質問してください。 
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Ⅵ．留意点 

１．事業の実施に付随する業務 

○事業実施計画書の作成 

採択後に事業を実施するにあたり、選定委員会・外部有識者等の意見やコーチングの結

果を踏まえ、運営事務局と調整の上、申請内容等を基に、事業実施計画書を作成していた

だきます。申請時に提出いただいた事業内容を修正していただく場合があります。 

 

○事業の進捗状況等の報告 

選定された実証事業の進捗・執行管理は、基本的に、事業実施者が行い、運営事務局が

サポートします。このため、「実証事業」及び「実証事業の実施に付随する業務」の期間中は、

適宜、進捗状況等を運営事務局へ報告していただきます。 

 

○事例集の作成 

本事業の取組について、事業実施の結果得られた、成果、改善点、対応策等をとりまとめ、

事例集等を策定し、認定地域等へ展開する予定です。 

申請者に自らの事業に関連する部分の資料作成を依頼することがあります。 

 

○事業報告書の作成 

事業実施者と連携し、事業期間内に当該事業に関する報告書を作成していただきます。

本報告書では、事業の実施内容のほか、事業の成果、課題の抽出、それらの他認定地域へ

の横展開に向けた検討等を取りまとめることとします。なお、内容や分量に関しては運営事

務局と協議の上で定めます。  

 

２．申請内容等について 

(1) 事業の内容は宗教活動や政治活動を目的としないこととします。 

 

(2) 事業の選定を受けた組織や団体、協議会等は、選定通知を受けた後、当該事業の内容

を変更する場合、又は事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に運営事務局

の承認を得なければならないこととします。 

 

(3) 申請書に虚偽の記載を行った場合は、本申請を無効とします。 

 

３．事業開始及び事業期間中について 

(1) 申請者は、事業を開始するにあたり、運営事務局と事業実施者との間で事業契約を締

結した後に、事業実施者及び有識者と連携し事業を実施していただきます。 

(2) 事業実施者は、運営事務局から実施工程の管理補助・執行管理を受けていただきます。 
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(3) 本事業の趣旨に鑑み、運営事務局又は運営事務局が派遣する有識者（コーチ）から、

事業内容等についてコーチング（改善指導等）を実施します。 

 

(4) コーチング（改善指導等）に基づき、事業内容を決定します。 

 

(5) 事業実施者は、経費の執行に係る全ての責任を負うことになり、事業経費の適正な処

理や採択された事業の適正な遂行等の義務が生じます。 

 

４．事業完了後について 

(1) 事業実施者は事業完了後、完了報告書等を所定の期間内に提出していただきます。提

出書類の内容や様式は、事業実施者に対し別途指定します。 

 

(2) 事業完了後には、他の認定地域における取組の参考となるよう、国等により、本事業の

成果やコーチング（改善指導等）内容を公表することを予定しております。なお、(1)にお

いて提出いただいた報告書は、国等において公表することがあります。 

 

(3) 令和６年度以降においても、文化庁が必要と判断した場合、事業後に当該事業に関係

する報告を求めることや、関係者への事情聴取、事業成果の発表を求める場合があり

ます。 

 

５．メディア等からの問合せ等について 

(1) メディア等から事業について問合せや取材があった場合、必ず文化庁又は運営事務局

に報告をするとともに、その内容が記事掲載又はテレビ放送されるなどした際にも、必

ず文化庁又は文化庁が別途指定する運営事務局にその内容をご報告ください。また、

その報告の内容を事業実施報告書に含めてください。 

 

６．その他 

(1) 採択された事業については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１

１年法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開

示請求があった場合は、当該主体の権利や競争上の地位等を害するおそれがないも

のについては、開示対象となる場合があります。 

 

(2) 事業の成果物の帰属事項については、以下のとおりとします。 

① 成果物に関する著作権（※）、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権

（以下「著作権等」という。）は原則として文化庁に帰属するものとするが、文化庁と
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協議の上、事業実施者と運営事務局との契約において、事業実施者がその使用権

を取得することができるものとする。 

② 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」

という。）の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

③ 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、事業実施者が当該既存

著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行う

ものとする。 

④ 事業実施者は、成果物の一部修正等を文化庁に認めることとする。 

※著作権は、次の一切を含むこととする。 

「複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信・公の伝達権、口述権、展示権、

頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権」 

 

(3) 本事業を実施するにあたり知り得た情報の取扱いについては、以下の指示に従う他、

個人情報保護法及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等により、

適切に対応することとします。 

① 提供された情報、本事業実施において知り得た情報については、契約期間中及び

契約終了後についても、その秘密を保持し、本調査以外に使用しない。 

② 提供された情報、本事業実施において知り得た情報については、1 年間の瑕疵担

保期間の終了後に全て消去する。 

③ 提供された情報、本事業実施において知り得た情報については、日々厳重の管理

体制のもと管理する。 


